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健発０１１０第７号 

平成２６年１月１０日 

 
各都道府県知事 殿 

 
                  厚生労働省健康局長 

 

がん診療連携拠点病院等の整備について 

 
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 

 
Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について（略） 

 
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要因について 

１ 診療体制 

（１） 診療機能 

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供 

オ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、確実な連携体制を確保 

するためそのグループ指定先の地域がん診療病院と定期的な合同のカンファレ 

ンスを開催すること。 

   カ グループ指定を受ける地域がん診療病院の診療機能確保のための支援等に関す

る人材交流計画を策定し、その計画に基づき人材交流を行うこと。 

 

② 手術療法の提供体制 

ウ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により手術療法

を提供する体制を整備すること。 

 

③ 放射線治療の提供体制 

ウ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により放射線治 

療を提供する体制を整備すること。 

 

④ 化学療法の提供体制 

エ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、そのグループ指定先の地 

 域がん診療病院が標準的な化学療法を適切に提供できるよう、レジメンの審査 

等において地域がん診療病院を支援し、連携協力により化学療法を提供する体

制を整備すること。 
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⑦セカンドオピニオンの提示体制 

ア 我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放射 

線療法、化学療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師に 

よるセカンドオピニオン（診療及び治療法について、主治医以外の第三者の医 

師が提示する医療上の意見をいう。以下同じ。）を提示する体制を整備するこ 

と。また地域がん診療病院とグループ指定を受けている場合には、地域がん診 

療病院と連携しセカンドオピニオンを提示する体制を整備すること。 

 

４ 情報の収集提供体制 

（１） 相談支援センター 

⑤ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により相談支援

を行う体制を整備すること。 

  （３）その他 

   ④ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には、連携先の地域がん診療病院 

名やその連携内容、連携実績等について病院ホームページ、パンフレット等で 

わかりやすく公表すること。 

 

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要因について

（略） 

 

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について 

 都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療連携協力

体制の構築、ＰＤＣＡサイクルの確保に関し中心的な役割を担い、Ⅱの地域拠点病院の指

定要因に加え、次の要件を満たすこと。ただし、特定機能病院を都道府県拠点病院として

指定する場合には、Ⅲの特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合の指定要因に加

え、次の要件（３の（１）、（２）を除く。）を満たすこと。 

 

１ 都道府県における診療機能強化に向けた要件 

（４）都道府県協議会を設置し、当該協議会は、当該都道府県内のがん診療に係る情報 

の共有、評価、分析及び発信を行うとともに、診療の質向上につながる取組に関 

して検討し、実践するため、次に掲げる事項を行うこと。 

① 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定における、地域性に 

応じたグループ内での役割分担を明確にした上でのグループ指定の組み合わせを 

決定すること。 
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Ⅴ 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について（略） 

 

Ⅵ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について（略） 

 

Ⅶ 地域がん診療病院の指定要件について 

１ 診療体制 

( 1 ）診療機能 

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア  我が国に多いがんを中心として、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標 

準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。ただし、集学的治療 

や標準的治療を提供できないがんについては、グループ指定を受けるがん診療連携 

拠点病院との連携と役割分担により対応できる体制を整備すること。 

イ  確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と定 

 期的な合同のカンファレンスを開催すること。 

ウ  地域がん診療病院の診療機能確保のための支援等に関するがん診療連携拠点病院と 

  の人材交流計画を提出し、その計画に基づいた人材交流を行うこと。 

エ 標準的治療等の均てん化のため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と 

連携することにより、対応可能ながんについてクリティカルパスを整備し活用状況 

を把握すること。 

オ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボードを 

設置し、定期的に開催すること。なお、構成員については、必要に応じてグループ指 

定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により確保すること。 

 

②手術療法の提供体制 

ア 我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについてはグループ指 

定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供できる体制を整備すること。 

イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術中迅速病理診 

断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠隔病理診断でも可とする。 

 

③放射線治療の提供体制 

設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グループ指定を受 

けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整備す 

ること。 

 

④化学療法の提供体制 

ア ( 3 ）の①のイに規定する外来化学療法室において化学療法を提供する当該がん患
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者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保すること。 

イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、化学療法のレジメン 

を審査するとともに、標準的な化学療法を提供できる体制を整備すること。 

 

⑤緩和ケアの提供体制 

Ⅱの１の（ 1 ）の⑤に定める要件を満たすこと。 

 

⑥病病連携・病診連携の協力体制 

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、Ⅱ の1 の( 1 ）の⑥ 

に定める要件を満たすこと。 

 

⑦セカンドオピニオンの提示体制 

ア  我が固に多いがんその他対応可能ながんについて、手術療法、放射線治療、化学療

法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニ

オンを提示できる体制を整備すること。またグループ指定のがん診療連携拠点病院

との連携による提示も可とする。 

イ  患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際には、他施設におけるセカンド 

オピニオンの活用についても説明を行う体制を整備すること。その際、セカンドオ 

ピニオンを求めることにより不利益を被ることがない旨を明確に説明する体制を整

備すること。 

 

３ 研修の実施体制 

別途定める「プログラム」に準拠した当該２次医療圏においてがん医療に携わる医師を

対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施することが望ましい。グループ指定

を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、施設に所属するがん医療に携わる医師が

当該研修を修了する体制を整備すること。なお、研修修了者について、患者とその家族に

対してわかりやすく情報提供すること。 

 

４ 相談支援・情報提供・院内がん登録 

( 1 ）相談支援センター 

① 国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる

者を１人ずつ配置すること。当該者のうち、、１名は相談員基礎研修（１）、（２）

を、もう１名は基礎研修（１）～（３）を修了していること。 
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② グループ指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの４の 

（１）に規定する相談支援業務を行うこと。 

 ( ３ ）その他 

① 提供可能ながん医療についてわかりやすく患者に広報すること。 

② グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やその連携内容、連携実績等に 

  ついてホームページ、パンフレット等でわかりやすく公表すること。 

 

Ⅷ 既指定病院の取り扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日に 

ついて（略） 

 

 

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針 
（定義の抜粋）（略） 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 11  

 

  

 



2 
 

 

 

 

18 98

30

 

1

30 437

 

 

 

29 30

 

  

                                            
1 

 
 



3 
 

  

 26

10 0110

 

 

 ( )  

 

1

 

 

29 31

30

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 31

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

   

(1)  

 

 

 

  

 

 

DPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Adolescence and Young Adult

AYA

 

 AYA

 

 AYA

 

 AYA

 

 

 

 

  

   



7 
 

 

  

 (IMRT:Intensity Modulated Radiation 

Therapy)

 

 

 

 IVR Interventional Radiology

 

 

 

 

 

 

  

 

2017

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1

 

 

  

  

 

 

(2)  

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  
 

 



10 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 DPC

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 AYA

 

 

 

 

 

 

 

 

25 111

27 470

 

 



12 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 AYA

 

 

 

   

 

 

 29 16

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 Quality  

Indicator QI

 

 

 



13 
 

 PDCA

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

  

    

 

 

  

    

 

 

   



14 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 QI

 

 

 

 PDCA

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

  

       

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

  

    

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

   

    

 

  

 

  

   

 

 

  
 

 

 

 

 

   

 

  



17 
 

 

31 3

31 4 1

 

 31 4

31 3

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

 

 

 

 

  

29 434  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

 

  

 

 

 

      

 

       

 

     

 

 

       

 

     

 

 

      

 

 

     

 

     

 

 

 

     

 

     

    

  

 

 

 


